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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年９月８日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年４月４日 ０１時１５分ごろ 

発生場所 鹿児島県南大隅町佐多岬北西方沖  

佐多岬灯台から真方位３３２°６.２海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３１°０５.０′ 東経１３０°３６.２′） 

事故調査の経過  平成２３年４月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 油送船 NIPPON
ニ ッ ポ ン

（パナマ共和国籍）、１５９,６１３トン 

   ９２３７５２７（ＩＭＯ番号）、Topaz Shipholding S.A.、 

Golden Harmony Maritime S.A. 

   ３３２.９５ｍ×６０.００ｍ×２９.５５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２５,４８０kＷ、２００１年１０月２０日 

Ｂ 漁船 第二十七豊
ほう

徳
とく

丸、１９トン 

ＫＧ２－９９７（漁船登録番号）、うえむら漁業生産組合 

１８.９６ｍ（Lr）×５.６８ｍ×２.０３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、７３６kＷ（漁船法馬力数）、平成１５年１１月３

０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（クロアチア共和国籍） 男性 ５２歳          

締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

    交付年月日 ２００９年５月１４日 

          （２０１４年１月２０日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５３年６月２日 

    免許証交付日 平成１８年８月２８日 

             （平成２４年１月２９日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船首部を圧損 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか２５人が乗り組み、鹿児島県鹿児島市喜入港を出港

してペルシャ湾に向かい、船長Ａが、操船を指揮し、平成２３年４月４日

００時５５分ごろ、約１４ノット（kn）の速力で鹿児島湾を南西進した。 

船長Ａは、左舷前方から接近するＢ船に気付き、Ｂ船に対してＶＨＦ無

線電話１６CH で呼び出したが、応答がなかったので汽笛を吹鳴し、探照灯
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を約２～３分間隔で照射して避航を促したが、Ｂ船が針路及び速力を変え

ずに接近した。 

船長Ａは、右舵一杯をとってＢ船との衝突を避けようとしたが、０１時

１５分ごろ、佐多岬灯台から真方位３３２°６.２Ｍ付近において、Ａ船の

左舷後部外板とＢ船船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１１人が乗り組み、僚船５隻と共に中型まき網漁を

行うため、鹿児島県指宿市山川漁港を出港して佐多岬沖の漁場に向かい、

船長Ｂが、佐多岬沖の漁場に到着したのち、平成２３年４月３日１９時ご

ろ単独の船橋当直に就き、舵輪の後方にある椅子に腰を掛け、魚群探知機

及びソナーで魚群を探索しながら航行した。 

Ｂ船は、翌４日、佐多岬沖から鹿児島県南大隅町立目埼沖に向けて魚群

を探索しながら約７kn の速力で自動操舵により北北西進中、船長Ｂが、６

ＭレンジとしたレーダーでＡ船を探知した。 

船長Ｂは、レーダーでＡ船が右舷前方約３Ｍを南進しているのを確認し

たものの、目視によりＡ船の灯火を確認しなかったので、Ａ船が大型船で

あることに気付かず、Ａ船が針路を変えてＢ船を避けてくれるものと思

い、その後はＡ船に対する見張りを行わずに魚群捜索を続けた。 

船長Ｂは、前日の漁場到着後から一度も投網していなかったこともあ

り、魚群を見つけようとして魚群探知機及びソナーの画面に注意が向いて

いたので、Ａ船との接近に気付かず、そのまま佐多岬北西方沖を北北西進

中、Ａ船と衝突した。 

船長Ｂは、衝突後、前のめりとなって椅子から落ち、右足を負傷した。

Ａ船は、事故後間もなく反転して喜入港沖で錨泊した。 

Ｂ船は、自力で航行し、定係地の鹿児島県枕崎港に入港した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風速 約５～６m/s、視程 約３Ｍ 

海象：波高 約４０～５０cm 

 その他の事項  Ａ船は、マスト灯２個、両舷灯及び船尾灯のほか紅色の全周灯を点灯し

ていた。 

Ｂ船は、中型まき網船団の網船であり、灯船２隻、探索船１隻及び運搬

船２隻の計６隻で船団が構成されていた。 

Ｂ船は、マスト灯、両舷灯及び船尾灯のほか、船団を示す緑色の灯火を

点灯していた。 

Ｂ船は、雨が降ったりやんだりしていたので、操舵室の扉は全部閉めて

いた。 

Ａ船の運航の経過は、Ａ船の船舶自動識別装置（ＡＩＳ）の情報記録の

とおりである。 

（付表１ Ａ船の船舶自動識別装置（ＡＩＳ）の情報記録 参照） 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、佐多岬北西方沖を南西進中、船長Ａ

が、左舷船首方から接近するＢ船に対し、汽笛を

吹鳴するとともに探照灯を照射して注意を喚起し

たものの、Ｂ船が針路及び速力を変えずに接近

し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 
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  Ｂ船は、佐多岬北西方沖において魚群を探索し

ながら北北西進中、船長Ｂが、レーダーで右舷前

方約３Ｍを南進中のＡ船を確認したものの、Ａ船

がＢ船を避けてくれるものと思い込み、その後は

魚群探知機及びソナーの画面に注意を向け、Ａ船

に対する見張りを行っていなかったことから、Ａ

船に気付かずに航行を続け、Ａ船と衝突したもの

と考えられる。 

原因  本事故は、夜間、佐多岬北西方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が魚

群を探索しながら北北西進中、船長Ｂが見張りを行っていなかったため、

両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・レーダーで他の船舶を探知した場合は、当該船舶の灯火を確認すると

ともに、レーダーを適切に用いてその動静を確認し、衝突を避けるため

の適切な動作をとること。 
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付表１ Ａ船の船舶自動識別装置（ＡＩＳ）の情報記録 

 

時 刻 北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

船首方位

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

01:07:58 31-06-04.8 130-37-53.7 218 213.3 14.1 

01:08:58 31-05-53.2 130-37-44.4 222 215.8 14.0 

01:09:58 31-05-42.0 130-37-34.5 224 218.4 14.0 

01:10:58 31-05-31.1 130-37-24.2 234 222.3 13.7 

01:12:04 31-05-21.3 130-37-11.3 242 232.0 13.3 

01:13:15 31-05-12.8 130-36-56.0 248 242.7 13.1 

01:14:04 31-05-08.2 130-36-44.6 241 244.5 13.1 

01:15:06 31-05-01.3 130-36-31.3 234 236.2 13.2 

01:16:31 31-04-49.5 130-36-13.9 228 229.3 13.4 

       




